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Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化
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地域のニーズに対応した職業訓練の推進及びデジタル分野における新たなスキルの習得による円滑な再就職支援

Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化①

◆主要企業を訪問し人材開発支援助成金の説明及び活用勧奨を実施（７～９月
計26社を訪問）。

◆産業雇用安定センターの助成金研修において人材開発支援助成金の説明を実
施（令和５年６月）。

◆宮城県社会保険労務士会研修会において人材開発支援助成金の説明を実施
（令和５年８月）。

◆事業主支援アドバイザーによる事業所訪問及び活用勧奨を実施。併せて各安
定所においても事業所訪問による活用勧奨の取り組みを実施。

就職に必要な技能及び知識習得のため、職業訓練による支援を実施する。その際、求人者・求職者のニーズに沿った効果的な訓練が実施されるよう、宮城県および独
立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部（ポリテクセンター）と連携を図る。また、職業訓練を通じて身につけた技能・知識を活かした就職を推進するた
め、訓練期間中から訓練終了後まできめ細かな就職支援を実施し、早期の再就職を促進する。社会全体のデジタル化の加速に対応したデジタル人材の育成・確保の課題
に対応し、デジタル分野の訓練を重点として実施するほか、企業の人材育成等を支援するため人材開発支援助成金の活用勧奨を図る。

◆主に雇用保険を受給している求職者の方を対象に、就職に必要な技能および知
識を習得するための訓練を無料で実施。

◆令和５年度においては、宮城県において計画数81コース、定員数1,398名の訓
練を予定している。また、ポリテクセンターにおいては計画数48コース、648
名の訓練を予定している。

◆デジタル人材を育成するため、令和５年度は、昨年度に引き続き「Javaプログ
ラマー養成科(６か月)」及び「IT技術者養成科(２年間)」を実施する。

◆主に雇用保険を受給できない求職者の方（受給が終わった方も含む。）を対

象に、就職に必要な技能および知識を習得するための訓練を無料で実施。

◆令和５年度においては、計画定員数1,160名の訓練を予定している。

◆デジタル系の訓練について、令和４年度は180人規模の設定であったが、令和

５年度はIT分野とデザイン分野を併せて225人規模に拡充。

求職者支援訓練離職者訓練

【 人材開発支援助成金の活用勧奨 】

離職者訓練の実績（令和５年12月末現在）

・受講者の修了3カ月後の目標就職率、【施設内訓練80%以上】【委託訓練75%以上】

※就職率は、令和５年８月末までに終了した訓練科の３ヶ月後の実績。

実施機関 訓練区分 開講定員(人) 入校者数(人) 定員充足率(%) 就職率(%)

宮城県
委託訓練 920 (906) 709 (736) 77.1 (81.2) 80.1 (79.9)

施設内訓練 30 (30) 18 (14) 60.0 (46.7) - ( -)

ﾎﾟﾘﾃｸ宮城 施設内訓練 489 (509) 440 (404) 90.0 (79.4) 84.0 (83.2)

（参考）うちデジタル分野 290 (318) 245 (235) 84.5 (73.9) 85.7 (83.3)

※カッコ内の数字は前年同月の状況。

開講定員(人) 入校者数(人) 定員充足率(%) 就職率(%)

求職者支援訓練 738 (717) 622 (521) 84.3 (72.7) 59.1 (47.1)

基礎コース 135 (105) 116 (72) 85.9 (68.6) 61.9 (24.1)

実践コース 603 (612) 506 (449)      83.9 (73.4) 58.7 (56.0)

（参考）うちデジタル分野 329 (293) 291 (241) 88.4 (82.3) 56.7 (45.2)

求職者支援訓練の実績（令和５年12月末現在）

・受講者の修了３カ月後の目標就職率、【基礎コース58%以上】【実践コース63%以上】

※就職率は、令和５年６月末までに終了した訓練コースの3ヶ月後の実績。

※カッコ内の数字は前年同月の状況。

宮城県地域職業能力開発促進協議会において、地域の関
係者・関係機関と職業能力に関する有用な情報を共有し、
地域の実情やニーズに即した公的職業訓練実施計画を策定
することとしている。

今年度はデジタル分野の訓練について、訓練修了者や当
該修了者を雇用した企業等を対象に、訓練効果を把握する
ためのヒアリング調査等を実施しており、結果を今後の訓
練内容の改善に繋げていくこととしている。

【 宮城県地域職業能力開発促進協議会 】

3



全国在籍型出向等支援協議会での議論を踏まえ、地域協議会を令和５年２月に開催
し、以下の事項について協議。
◆地域の雇用情勢に関すること
◆出向の送出企業や受入企業の情報・開拓に関すること
◆関係機関の連携に関すること
◆出向支援のノウハウ・好事例の共有に関すること
◆各種出向支援策に関すること
◆◆全国在籍出向等協議会廃止に伴い、当協議会も令和５年１０月３１日付け廃止。

雇用維持及び在籍型出向の取組の支援

4

新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境が変化している中、人手不足感が高まる企業が出てきており、雇用維持に加えて、人材の有効な活用を通
じた企業の生産性の向上・維持を図る取組が重要となる。その取組として産業雇用安定助成金等の助成金による支援、在籍型出向に関する情報提供や
マッチング支援を行っており、支援制度の活用促進に向けた周知および在籍型出向等支援協議会による出向に関する情報共有を行っている。

経済団体

労働組合

地銀・信金・等

都道府県・
市町村

都道府県労働局

協議会
・出向情報やノウハウ共有
・送出企業や受入企業開拓

Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化②

◆概要
労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、当該出向から復

帰した際に出向前より賃金を上げた場合に、労働者を送り出した事業主（出
向元事業主）に対して助成を行う。

◆助成内容等
対象労働者に係る出向中の賃金について、出向元事業主と出向先事業主が

共同事業主として支給申請を行い、当該申請に基づき出向元事業主へ支給す
る（１人あたり１回まで）。

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース） 宮城地域在籍型出向等支援協議会の設置

経済産業局等

◆令和５年１０月３１日付け廃止

当該コースは、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の
一時的な縮小を余儀なくされ、在籍型出向により雇用を維持するために、労働者を
送り出す事業主及び受け入れる事業主に対して、助成・援助を行うことを目的とし
て、令和３年２月５日に創設された。

今般、コロナを取り巻く環境の変化していること、製造業・非製造業ともに人手
不足が高まっていること、当該コースを利用する出向労働者数が減少していること
の理由から廃止となった。

産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）

◆令和５年１１月２８日付け廃止
求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直していることから廃止となり、

令和５年１１月２９日に「産業連携人材確保等支援コース」が新設された。
当該コースにより、景気変動等で事業縮小を余儀なくされ、生産性向上に資
する取組を行うために必要な新たな人材を雇い入れた事業主に対して助成を
行う。
◆「産業連携人材確保等支援コース」の助成内容等

「ものづくり補助金」の採択を受けた事業主が対象労働者を雇い入れた後
に申請を行う（６か月×２回／人）。

産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース）

中小企業 中小企業以外

助成額 １２５万円×２回 ９０万円×２回



賃金上昇を伴う労働移動の支援

労働移動の円滑化を進めるに当たっては、労働移動に伴う経済的なリスクを可能な限り最小化することが重要である。人材の活性化を通じた賃金上
昇の好循環を目指す取り組みとして、より高い賃金で新たに人を雇い入れた企業に対し、既存の各種助成金（特定求職者雇用開発助成金、労働移動支
援助成金、中途採用等支援助成金）の助成額を増額する制度を設けており、活用促進に向けた周知・広報を行う。

◆概要
再就職援助計画対象労働者を、期間の定めのない労働者として早期に雇

い入れた事業主に対して助成する。

◆助成額
対象労働者および申請事業所に応じて、下記の金額で助成する。対象労働

者につき、１回の申請となる。

※一定の成長性が認められる事業所の事業主が、一定の要件を満たした事業
所から離職した労働者を雇い入れた場合

◆概要
中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、中途採用の拡大に取り組ん

だ事業主に対して助成する。

◆助成額
実施した中途採用拡大の取り組みに応じて、下記の金額で助成する。申請

事業所につき、１回の申請となる。

※45歳以上の中途採用率拡大＋雇入れ前の賃金から雇入れ後6か月間の各月
の賃金を５％以上上昇させた場合 5

Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化③

②労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）

③中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）

a. 成長分野メニュー
◆概要

就職困難者（母子家庭の母や就職氷河期世代の者等）をハローワーク等の紹
介により雇い入れ、デジタル化関係業務*1またはグリーン・カーボンニュート
ラル化関係業務*2に従事させる場合に、従来の助成額を1.5倍に増額して支給。

*1 職業分類表の「情報処理・通信技術者」等の業務を指す
*2 職業分類表の「研究・技術の職業」(脱炭素化・低炭素化に関するものに限る) の業務を指す

◆助成内容
本人の雇入れから６か月ごとに支給申請を行い、対象労働者の類型、週所定

労働時間及び企業規模に応じて、最大３年間の助成を行う。

b. 人材育成メニュー

◆概要
就職困難者（母子家庭の母や就職氷河期世代の者等）をハローワーク等の紹

介により雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、雇入れ時から
５％以上の賃金を引き上げた事業主に対して、従来の助成額を１.5倍に増額し
て支給。
◆助成内容

「a.成長分野メニュー」の助成内容に同じ。

※［ ］は短時間労働者（ 週所定労働時間が20時間以上30時間未満）の場合の支給額。

※（ ）は中小企業以外の企業に対する支給額。

※ 助成額が賃金総額を超える場合には、賃金総額を上限として支給。

①特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）



ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタル化推進による求職者支援

社会全体のデジタル化を進めるためには、ハローワークの職業紹介業務においてもデジタル技術やデータを活用し、利用者目線に立った業務運営を進
める必要がある。そのため、求職者・求人者マイページ等のオンラインサービス機能の活用、職業相談等のオンライン化を推進するとともに、来所によ
る支援が必要な求職者に対しては、窓口に積極的に誘導して課題解決支援サービスを提供し、求職者・求人者のマッチングの一層の推進を図る。

job tag（職業情報提供サイト(日本版O-NET）の活用

job tag（職業情報提供サイト（日本版O-NET）では
就職先を探している方が、どんな職業があるのか、いろ
いろな切り口から探したり、職業ごとに仕事内容や作業
内容、どんなスキルや知識を持った方が働いているのか
等を調べるために活用している。

職業情報・職業能力それぞれを「見える化」し、求職
者のニーズ・状況を踏まえ、求人とのマッチングを図っ
ている。

job tagイメージキャラクター
タグしつじくん

Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化④
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機能強化したハローワークシステムと職業紹介業務の充実・強化

スマホやパソコンで、簡単・便利に利用できる
オンラインサービス機能の活用を、より多くの求
職者・求人者のハローワークの利用を働きかけ、
利用者の利便性の向上を図っている。

職業相談・就職支援セミナーでは、オンライン
も活用しながら、支援が必要な求職者には、求職
者担当者制の活用等の課題解決支援サービスのほ
か、応募書類添削や作成支援、面接指導も積極的
に実施している。

求人者には、事業所訪問を積極的に行い、信頼
関係構築と要件緩和指導に努めるとともに、求人
票以上の詳細情報を収集し求職者へ提供、マッチ
ングの一層の促進を図っている。

◆マイページの活用状況（令和５年12月）
○新規求人件数のオンライン受理割合 96.3%（全国平均83.1％）
○新規求職者に占める求職者マイページ開設割合 27.5％

SNS・HPを活用した情報発信の強化

SNSやHPを活用した情報発信を強化して、求職者・求人者をはじめとす
るハローワークを知らない層や知っているが利用したことがない層に対し
て、幅広くハローワークのサービスを周知し、利用促進を図っている。

宮城労働局職業安定部 X(旧Twitter) 投稿数1,446件(R4.11.22開設以降)
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主要３指標の実績

①年間目標値 ②12月末実績
③進捗率
（②／①）

就職件数 28,257 19,529 69.1%

充足件数 28,609 19,874 69.5%

雇用保険受給の
早期再就職件数
(4～11月累計)

9,310 7,184 77.2%

有効求人倍率の推移（4～12月）
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人材不足分野におけるマッチング支援

医療・介護・保育・建設・警備・運輸分野の雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、ハローワークの「人材総合支援コーナー」を中
心に、関係団体等と連携した人材確保支援の充実を図るとともに、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により、重点的
なマッチング支援を実施している。また、人材不足分野の仕事に関する基本的な内容を説明するセミナーのほか、個別面談会、職場見学会・体験会を積
極的に開催し、マッチングの促進を図っている。

ハローワーク仙台に設置した人材総合
支援コーナーを中心に、当該分野の
仕事の魅力を発信し求職者の拡大を図る
とともに、求人者には求人充足のための
支援を強化。
◆求人者への求人票作成指導・充足支援
◆求人のマッチング支援
◆各種セミナー・体験会の開催
◆就職面接会・説明会・見学会の開催
◆担当者制による求職者へのキャリアコン

サルティング
◆必要な公共職業訓練のあっせん

人材総合支援コーナーによる支援

コロナ禍で縮小していたイベントを令和4年度より再開。また、体験
型・ツアー型イベントを拡充し開催。人手不足分野への関心度が低い層
へのアプローチを図る。

◆各分野ごとの基本セミナー（18回開催、695人参加）

◆福祉用具の体験会（2回、38人参加）

◆職場体験会（10月開催、4人参加・2月開催予定）

◆職場見学会（2回開催、19人参加）

◆福祉のしごとフェア（11月開催、194人参加）

◆しごとのミニ相談会（323回開催、924人参加）

◆建設・警備・運輸の企業説明会（5回開催、297人参加）

イベント開催によるマッチングの促進

（ ）はR4.12月末実績

年間目標数 就職者数

R5.12月末 6,710(6,710) 4,950(4,590)

人材不足分野の就職件数

◆令和５年11月に関係団体との共催で「福
祉のしごとフェア」を開催。

◆職業理解を深め、マッチング促進を図る
ため、関係団体を講師に招いた座学中心
の基本セミナーや体験型のセミナーを開
催。

関係団体等との連携による人材確保支援やマッチング支援
みやぎハローワーク公式キャラクター

ガンちょーさん

（ ）はR5.12月末までの実績
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Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化⑤



地方自治体との連携による就職促進の支援

地域の労働市場等の情報共有および各種施策の相互理解促進を図るため、地方自治体と計画的な情報交換を行い、顔の見える関係づくりを構築し緊密
な協力関係の下、地元企業や誘致企業等に対する人材確保支援や出張ハローワークの開催等各種事業を連携し実施している。

Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化⑥

宮城県及び宮城県教育委員会と「宮城県における雇用の安定と定住推進協定」を締結し、国と県との
施策を連携し実施。年度ごとに事業計画を策定し、事業実績を確認しながら取り組んでいる。
［令和５年度の事業計画］

１．キャリア教育・志教育の推進
キャリア意識の育成。経済団体・大学等と一体となった施策の展開。等

２．時代と地域が求める人材確保・育成対策の推進
ものづくり産業における人材確保対策。人手不足分野に対する人材確保・育成支援。等

３．多様な人材の活躍推進
非正規労働者等への就職支援。就職氷河期世代への就職支援。子育て中の女性等への就職支援。等

４．誰もが働きやすい職場づくりの推進
女性の活躍推進と子育て支援。魅力ある職場づくりの促進。柔軟な働き方がしやすい環境整備。等

宮城県・宮城県教育委員会との連携による就職促進の支援

県内市町村と「雇用対策協定」を締結し、国と地方が一層連携した
雇用対策を実施。

若者の雇用対策、人材確保支援・人材育成の推進、全員参加型社会
の実現に向けた取組の強化、企業誘致の推進及び立地による雇用の創
出等、地域のニーズに応じた取組を実施。

◆自治体との締結状況（令和６年１月末現在※締結年月日順）

登米市 ・ 大崎市 ・ 栗原市 ・ 多賀城市 ・ 気仙沼市

石巻市 ・ 名取市

市町村との連携による就職促進の支援

令和５年３月20日
石巻市と宮城労働局との協定締結式

令和５年３月22日
名取市と宮城労働局との協定締結式



改正職業安定法の施行及び民間人材サービス事業者への指導監督の徹底
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セミナー等を開催し、民間人材サービス事業者等に対して改正職業安定法を含む関係法令や制度の周知に努めるとともに、労働者や求職者に対しても
労働者派遣法を中心に労働関係法令の周知に取り組んでいる。また、労働者派遣事業者や職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等に対する指導監督を
実施し、各事業の適正な運営の確保のために、助言や指導を行っている。

制度の周知を図り適正な事業運営に資するために、事業者、求職者等
に対するセミナーを実施。

◆セミナーの実施状況（令和５年12月末現在）
○派遣事業及び紹介事業の新規許可事業主を対象としたセミナー

16回開催 64人参加
○求職者を対象とした派遣法のセミナー

8回開催 295人参加
○派遣労働者を受け入れている企業（派遣先）を対象としたセミナー

4回開催 105人参加

労働者派遣事業及び職業紹介事業が適正に運営されるよう、派遣元事業者
等に対する指導監督を計画的に行い、不適切な状況が確認された場合には是
正指導を実施。

◆指導監督の実施状況 (     )内は前年同月比

※労働者派遣事業の許可不更新の事業所訪問指導を含む。

令和５年度（12月末） 令和４年度（12月末）

指導件数
うち是正
指導件数

指導件数
うち是正
指導件数

派遣元事業所 159（▲11.7%) 210 （ 39.1%) 180 151

派遣先事業所 55（ 44.7%) 49(   ▲2.0%) 38 50

発注者・請負者（※） 9(▲47.1%) 3(   - ) 17 0

職業紹介事業者 109 ( 34.6%) 71 (▲22.0%) 81 91

合 計 332（ 5.1%） 333（ 14.0%） 316 292

派遣労働者は、派遣先（派遣労働者を受け入れている企業）の社員との均
等・均衡を図る方法（派遣先均等・均衡方式）または派遣元（派遣会社）との
間で締結した労使協定に基づき待遇を決定する方法（労使協定方式）のいずれ
かにより、同一労働同一賃金の履行を確保することとなるため、派遣元及び派
遣先双方への指導監督を実施している。なお、派遣先への指導監督に当たって
は、労働基準監督署からの情報提供により実施。

◆派遣元への指導監督件数：45事業所（令和５年12月末現在）
◆派遣先への指導監督件数：20事業所（令和５年12月末現在）

改正職業安定法により、以下の３点が規定されている。
① 求人情報誌や求人サイト等の様々な広告・連絡媒体における求人条

件や企業に関する情報の的確な表示の義務化

② 個人情報を収集する際は、一般的かつ合理的に想定できる程度に具
体的に個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにする。

③ ウェブ上の募集情報を収集・転載する事業者についても「募集情報
等提供事業者」に追加し、求職者に関する情報を収集する場合は、
「特定募集情報等提供事業者」となり、厚生労働大臣への事業の届出
と事業実績の報告が必要。

本改正を受けて求人サイト等に関する相談や情報提供がみられる。
◆募集情報等提供事業にかかる相談件数 14件（R4.10～R5.12）
◆特定募集情報等提供事業者の県内の届出件数 9社（R5.12月末現在）

Ⅰ 個人の主体的なキャリア形成を促進し、安心して挑戦できる労働市場の強化⑦

職業安定法の改正（令和４年10月１日施行）

周 知 啓 発

指 導 監 督

派遣労働者の同一労働同一賃金の履行確保



Ⅱ 多様な人材の活躍促進
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非正規雇用労働者等、新規学卒者等への就職支援

Ⅱ－１ 個々の態様に応じた就職支援等①

次代を担う若者が正社員として安定した雇用の中で社会生活が送れるよう学校や県など関係機関と連携を図り、就職面接会等の就職支援や職場定着支
援を行うとともに、ユースエール認定制度の周知・普及に取り組んでいる。また、フリーター等の正社員就職の促進、地域若者サポートステーションと
の連携による若年無業者の職業的自立支援に取り組んでいる。

県内各ハローワークに「就職支援ナビゲーター」を配置し、新規学卒者の在
学中から就職後の職場定着まで一貫した支援を実施。
【１ 高校】

各高校の就職支援ニーズの把握に努め、求人開拓、就職準備講習、個別相談、
就職面接会等の支援、就職後は電話・訪問による定着支援を実施。
◆「高校生のための合同企業説明会」令和５年７月に、県内６か所で開催。

参加企業379社、参加生徒数2,083名
◆「新規高卒予定者就職面接会」

令和５年10月20日に石巻会場、24日に仙台会場にて実施

【２ 大学等】
仙台新卒応援ハローワークを中心に、大学等との連携強化による出張相談、

就職支援セミナー等を実施。
◆「みやぎ合同企業説明会」

2024年３月高卒及び大卒等、既卒者対象
令和６年１月29日開催。
参加企業58社、参加者100名

【３ 関係機関との連携・協力した支援】

新規学卒者の就職支援

県、仙台市、労働団体、事業主団体及び学校
関係者を構成員とする「宮城新卒者等人材確保
推進本部会議」を令和５年５月25日に開催。

新卒者等を取り巻く就職環境等の情報共有を
図り、就職・採用応援プランやメッセージを作
成・発信し、地域の実情を踏まえた効果的な就
職支援を実施。

【４ ユースエール認定制度の周知、普及の取り組み】

生活保護受給者等就労自立促進事業による実績

フリーター等への正社員就職の支援

フリーター等に対しては、「仙台わかものハローワーク」及び「わかもの支援
窓口」（仙台新卒応援ハローワーク・石巻所）において、担当者制による正社員
就職に向けた支援を実施。

若年無業者等に対しては、「地域若者サポートステーション」（仙台市、石巻
市、大崎市に設置）における職業的自立支援の推進、「みやぎジョブカフェ」
（みやぎ若年者就職支援センター）と仙台新卒応援ハローワークが一体となった
就職支援の実施により、若年者の就職促進に向けた支援を推進。

（ ）はR4.12月末実績

認定制度の周知のため、X（旧Twitter）によるポスト
を定期的に実施しているほか、認定企業の紹介も実施し
ている。また各安定所においても、認定基準を満たす可
能性のある企業に対し、働きかけを行っている。
◆宮城労働局管内のユースエール認定企業数：21社
（令和５年12月31日現在）
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新規高等学校卒業予定者の内定率の推移（12月末）内定率（％）

※R3年3月卒の選考・内定開始日は10月16日に繰り下げとなった。

県内のハローワークの担当窓口と地方公共団体（仙台市内各区役所）に

設置した常設窓口による取扱実績総数は次のとおり。

◇支援対象者数 1,549人 （前年同期1,729人）

◇就職件数 1,096人 （前年同期1,110人）

◇就職率 70.8 ％（前年同期64.2％）

※R5年12月末までの実績値

仙台わかものハローワーク・わかもの支援窓口の利用実績（R5.12月末）

新規登録者数 相談件数 就職者数

861(854) 5,813(5,629) 1,361(818)



就職氷河期世代の活躍支援

Ⅱ－１ 個々の態様に応じた就職支援等②

就職氷河期世代の方々の活躍の機会が広がるよう、「みやぎ就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」を設置し、宮城県全体で就職氷河期世代の活
躍を支援する気運の醸成を図り、関係機関が一体となった取組を推進している。また、専門担当者によるチーム支援の実施、安定就労に有効な資格等の
取得支援、正社員として雇い入れた企業への助成金の拡充等により、この世代の方々の就職支援に取り組んでいる。

県内の関係機関（経済団体、労働団体、支援機関、市町村、行政）
を構成員とする「みやぎ就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」
を令和２年７月30日に設置。令和５年６月15日に第７回、令和６年２
月20日に第８回会議を開催し、各機関の支援策の取組状況を確認。

令和５、６年度の第二ステージにおいても、対象者や家族一人ひと
りに社会全体で支援するというメッセージを積極的に届けるため、周
知・広報を継続的に展開。

みやぎ就職氷河期世代活躍支援プラットフォームの設置

◆地域若者サポートステーション
愛称：サポステ
県内３ヶ所のサポートステーション

（仙台市、石巻市、大崎市に設置）と
県内ハローワークとの連携により、
氷河期世代の職業的自立支援を推進。

宮城県主催の「令和５年度宮城県若者自立支援ネットワーク会議」に
も参画。８月22日に行われた会議ではサポステの活動・事例報告を行
い関係機関で課題を共有。会議の様子がマスコミ報道されるなど、認知
度の向上にもつながった。ハローワーク仙台に設置した

就職氷河期世代支援コーナーに
おいて正社員就職に向けた支援
を実施。
◆担当者制による

キャリアコンサルティング
◆各種セミナーの開催
◆必要な公共職業訓練のあっせん
◆職場体験・職場実習への誘導
◆就職氷河期世代歓迎求人の開拓

及びマッチング
◆就職面接会・説明会の開催
◆職場定着支援の実施

就職氷河期世代支援窓口の設置

◆リーフレットの配布
プラットフォーム構成員のうち、

労働局、宮城県、仙台市、各支援
団体の支援策をまとめたリーフレ
ットを作成。県内61ヵ所に合計
10,000枚配布し、幅広く周知を
実施。

◆WEB企業説明動画の配信
就職氷河期世代採用を検討している企業について、各企業PR動画を

作成しWEBで公開する。企業をより知ってもらうことで、マッチング
を促進する。公開中の動画は10社、再生回数は638回。現在さらに４社、
公開に向けて編集作業中である。

（ ）はR4内容

年間目標数 正社員就職者数

R5.12月末 2,137(1,973) 1,688(1,631)

紹介により正規雇用に結びついた氷河期世代等の件数

宮城県や関係機関との連携による職業的自立への支援

わーくまくん ・わーくまちゃん

サポステ公式キャラクター

民間事業者への委託による周知
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マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援

Ⅱ－１ 個々の態様に応じた就職支援等③

少子高齢化により人口減少過程に入っている中、女性の労働市場への参加促進は一層重要であり、出産や子育て等で離職した者への再就職支援強化は
緊急の課題となっている。子育てをしながら就職を希望する女性等を対象とした専門窓口（マザーズハローワーク、マザーズコーナー）において、個々
の求職者のニーズに応じたきめ細やかな就職支援を実施するとともに、地域の子育て支援拠点や関係機関と連携し、アウトリーチ型の支援を実施する。
また、子育て中の求職者のニーズを踏まえた仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保に取り組んでいる。

県内に３カ所の専門窓口を設置し、
お子様連れでも利用しやすい環境を
整備し、子育てをしながら就職を
希望する女性等をサポート。
◆担当者制・予約制による就職相談
◆履歴書、職務経歴書作成について

の助言
◆面接の受け方アドバイス
◆育児サポート情報の提供
◆パソコン、面接対策等のセミナー案内
◆ひとり親家庭の就職活動サポート
◆必要な公共職業訓練のあっせん

「マザーズハローワーク青葉」
「ハローワーク石巻マザーズコーナー」
「ハローワーク古川マザーズコーナー」

専門窓口の設置

託児付きセミナーの実施

◆令和５年６月 ｢就職活動準備セミナー｣
参加11名(定員12名）

◆令和５年７月｢働く上で知っておきたい！ライフプラン
と家計設計｣ 参加17名(定員20名）

◆令和５年８月｢応募書類の作り方｣
参加11名(定員12名）

◆令和５年９月｢相手に伝わる話し方～好感を持たれる話
し方レッスン～｣ 参加16名(定員20名） 令和5年7月開催セミナーの様子

マザーズハローワーク事業における重点対象者の就職率

仕事と子育てがしやすい求人（両立求人）開拓状況

令和５年８月（参加16名）、令和５年11月（参加6名）に開催実施。
今年度は２月に実施予定。

オンラインセミナーの実施

～参加者からの声～
「就職活動にかかわらず、生きていくうえでも家庭の中でも大切にしたいこと
を学ぶことができました。」
「子供が自宅にいても受講できるので助かります。ありがとうございます。」

LINEの活用による情報発信

マザーズハローワーク青葉において開設。
（令和４年２月）

来所が困難な求職者等の元に、各種セミナーの開催案
内や職業訓練情報等、求職活動に資する情報を届け、来
所に限らない求職者に寄り添った支援を実施。

登録者は1,062名。（令和５年12月末）
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年間計画 実績

R5.12月末（前年度） 95.1％（94.0％） 96.4％（93.6％）

求人件数 求人数

R5.12月末（前年度） 2,465件（1,936件） 3,588人（2,795人）



高齢者の就労・社会参加の促進

Ⅱ－１ 個々の態様に応じた就職支援等④

セミナーの開催により改正高齢法及び70歳までの就業機会確保に向けた環境整備や、高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援について周知に取り組んで
いる。また、「生涯現役支援窓口事業」により高年齢者の再就職に向けて個々の状況に応じたきめ細やかな支援に取り組んでいる。

さらに、地域における多様な雇用・就業機会の確保に向けて、社会参加の促進を通じて地域社会の活性化を図るシルバー人材センターとの連携に取組んでいる。

令和５年度 高年齢者雇用状況報告

令和５年度高年齢者雇用状況報告を実施し、3,838社(４年度3,821社)の集計結

果として、宮城局では65歳までの雇用確保措置実施企業は99.7％(４年度99.8％)
となった。その中でも66歳以上まで働ける企業が年々増加している。

６６歳以上まで働ける制度のある企業

（１）生涯現役支援窓口事業
55歳以上の再就職を目指す方に対して、高齢者のニーズ等を踏まえた

職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる効果的なマッチング支
援、シニア世代の採用に意欲的な企業の求人情報の提供など、多様な就
業ニーズに応じた就労支援を実施している。
仙台・石巻・塩釜・古川・大河原所の県内５安定所で支援。

【R5.12月末現在】65歳以上就職件数 年間目標805件 実績 595件 (前年同期506件)
65歳以上の就職率 目標79.9％ 実績99.3％ (前年同期86.5%)
64歳までの就職率 目標82.4％ 実績84.7％ (前年同期84.4%)

（２）高年齢者活躍人材確保育成事業

人材不足分野や現役世代を支える分野で高年齢者に就業機会を円滑に提供

できるよう、就業に必要な能力や技能を身につけさせるための技能講習や就

業体験を実施し、管内シルバー人材センターの新規会員数を確保する取組を

実施している。

（委託先：宮城県シルバー人材センター連合会）

【R5.12月末現在】新規会員数 年間目標182人 実績151人(前年同期129人)

高年齢者の再就職支援

「高年齢者活躍促進セミナー」の開催

70歳までの就業機会確保に向けた環境整備や、高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援についての積極的な周知と、継続雇用延長や定年引上げ等に向けて一
歩前進を促すことを目的として企業対象の「高年齢者活躍促進セミナー」を開催。令和５年度はポリテクセンター宮城を会場として11月10日（金）に実施。内容は
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部の70歳雇用推進プランナーによる「高齢社員戦力化に向けた活用促進と能力開発」をテーマとした基調講演や企業
による事例発表とトークセッション等。※20社22名参加

◆「エイジフレンドリーガイドライン」・「エイジフレンドリー補助金」の周知及び活用促進
○集団指導の機会や関係団体の会報への掲載などによる周知と利用促進
○身体機能の低下を補う設備・装置の導入などのほか、働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防対策も対象 9月末で受付が終了し申請件数31件（前年28件）

高年齢の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援
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障害者の就労促進

Ⅱ－１ 個々の態様に応じた就職支援等⑤

障害者の就労意欲が高まりを見せる中で雇用の促進を図っていくため、福祉・教育・医療機関や職業能力開発などの機関と連携し、多様な障害特性に
応じた就労支援や職業紹介と一体となった雇用率達成に向けた指導を行っている。

◆令和5年６月１日現在の障害者雇用状況

法定雇用率（H25.4以降2.0％、H30.4以降2.2％、R3.3以降2.3%）
（1）障害者実雇用率 2.29％（全国40位）
（2）達成企業割合 51.1％（全国43位）

◆宮城県等と連携した取組
宮城県、仙台市と労働局及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支
部の４機関幹部による経済５団体及び企業への文書による障害者の雇用促進・
維持等に関する要請（令和５年10月13日、 18日に実施）

◆労働局とハローワークの取組（令和５年12月末現在）
○県内43.5人以上規模企業への障害者就職の促進

障害者就職件数：1,497件（前年同期 1,510件）
○雇用率未達成企業への指導・支援の強化

指導企業数 ：507件（前年同期 385件）
○雇用率未達成公的機関への指導強化

指導機関数 ：18機関（前年同期 22機関）
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障害特性に応じた就職支援の実施

◆令和５年５月18日・19日、６月19日・20日及び11月28日・29日、国及び地方公共
団体等向けの障害者職業生活相談員認定講習を開催。5人以上の障害者を雇用する又
は雇用の予定がある機関の人事総務担当者76名が受講し修了した。

公務部門における障害者雇用・定着の推進

◆障害者雇用優良中小事業主の認定（もにす認定制度）
令和5年12月末現在、宮城県で８社の障害者雇用優良中小事業主を認定している。
認定を受けた事業主が障害雇用の身近なロールモデルとして認知され、地域全体の

障害者雇用の取組がより一層推進されることが期待できる。

◆精神障害者、発達障害者に対する就労支援（令和５年12月末現在）

精神障害者雇用トータルサポーター 就職件数：124件（前年同期153件）

発達障害者雇用トータルサポーター 就職件数：47件（前年同期65件）

◆障害者合同就職面接会の開催

例年宮城県との共催により県内３地域（仙台・石巻・大崎）において開催している。

令和４年度より引き続き感染予防に努めながら、９月19日に仙台地域、22日に石巻

地域、27日に大崎地域にて開催した。（対象事業所数計83社、参加人数317人）

雇用率達成に向けた取組を宮城県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部と共同で実施



外国人労働者等に対する支援

Ⅱ－１ 個々の態様に応じた就職支援等⑥

新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用情勢に厳しさがみられる中、外国人が安心して就労できる職場環境の整備に向けて、外国人を雇用する
事業主に対して指導や相談支援を行っている。

宮城県内の外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移

【令和５年10月末時点】
◆外国人労働者数（全国） 2,048,675人 (前年度比 12.4％増）
◆外国人労働者数（宮城） 16,586人 (前年度比 12.2％増）
◆外国人雇用事業所数（全国） 318,775事業所 （前年度比 6.7％増）
◆外国人雇用事業所数（宮城） 2,872事業所 （前年度比 5.7％増）

外国人労働者の労働条件確保対策

◆関係機関との相互通報
○出入国在留管理局からの通報件数 1件
○外国人技能実習機構からの通報件数 25件
○当局から出入国在留管理局への通報件数 1件
○当局から外国人技能実習機構への通報件数 9件

◆外国人労働者相談コーナーで受けた相談件数 126件（他局の事案含む）
（令和５年４月～令和５年12月末）

外国人雇用状況届出制度・適正な雇用管理についての周知・啓発

◆ハローワークにて、外国人を雇用する事業主に対し、訪問指導を実施。今年度は、
12月末時点で200件の指導を実施している。

◆６月の外国人労働者問題啓発月間を中心に関係機関や事業主への周知・啓発を実施。
① 労働局ホームページ、職業安定部X（旧ツイッター）を利用した広報
② 関係機関へのポスター掲示、パンフレット配架による広報
③ 経済５団体へのメルマガ掲載による広報依頼

◆上記月間における取組の一環として、ハローワークと労働基準監督署が連携して、
「署所合同事業所訪問指導・安全衛生パトロール」を実施。県内10事業所を訪問
し、外国人の雇用管理や職場での安全衛生について、点検や指導等を行った。

◆外国人雇用管理アドバイザーを派遣し、外国人を雇用する又は雇用を検討している
事業主からの相談（在留資格や労働条件等雇用管理面、職場環境や生活環境への配
慮事項等生活指導面）に対応し、助言・指導等を行っている。

多言語相談支援体制の強化

◆ウクライナからの避難民の方や新型コロナウイルス感染症により離職を余儀なくさ
れた外国人求職者等に対する相談支援体制強化のため、県内全所のハローワークに
多言語音声翻訳機器を導入し、あらゆる相談場面で活用している。

◆ハローワーク窓口において、英語翻訳された求人票を手交し、わかりやすい情報提
供を行っている。

◆外国人求職者に対して、多言語や「やさしい日本語」に翻訳したハローワークの利
用に係るパンフレットを配布し、周知を図っている。

留学生の就職支援の促進

◆仙台新卒応援ハローワーク内に「留学生コーナー」を設置し、就職支援を行ってい
る。今年度は、12月末までに計84名が当コーナーを利用して就職している。

◆留学生を対象として、ハローワークの利用案内や求人検索、面接マナー等を伝える
ハローワーク見学会を開催。留学早期の意識啓発からマッチング、就職後の定着に
至るまで段階に応じた支援を実施している。
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治療と仕事の両立支援に関する取組の促進

Ⅱ－１ 個々の態様に応じた就職支援等⑦

17

治療と仕事の両立支援に取り組む企業に対して、ガイドラインや助成金制度の周知を行っている。関係機関と連携を取りながら、各機関における取組
を相互に周知している。ハローワークとがん診療連携拠点病院等と連携し、がん患者等に対する就労支援を実施している。

ガイドライン等の周知啓発

「宮城県地域両立支援推進チーム」の運営

トライアングル型サポート体制の推進

出張相談

宮城県立
がんセンター

東北大学
病院

東北労災
病院

【日時】
第1・3木曜日 10～15時

【日時】
第2火曜日 13～15時
第4木曜日 13～15時

【日時】
第1・3火曜日 13～15時

【日時】
第3水曜日 10～12時

大崎市民
病院

支援事例

長期療養後の再就職に不安を抱えておられましたが、短時
間からのステップアップ就労をご提案。体調面や通院との
両立等の不安が解消され、フルタイム就職へ向けて意欲的
に活動されています。

仕事が決まるか心配でしたが、週
に１回相談にのってもらい不安が
なくなりました。応募書類の添削
をしてもらい自信がつきました。

４０代 糖尿病

宮城労働局 ハローワーク仙台

フルタイムでお仕事出来るか不安。月
に１回の通院は必須だけど、お休みは
もらえるか心配でした。
ハローワークから会社に聞いてもらえ
て良かったです。

５０代 乳がん

がんや糖尿病等で

治療を続けながら働きたい
という方へ

ハローワーク仙台

長期療養者支援窓口
ってご存じですか？

＼ 窓口での相談を希望される場合は、事前予約が必要です ／

仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル4Ｆ

０２２－２９９－８８１９

◆両立支援コーディネーター養成研修の周知・受講勧奨
令和２年度より労働者健康安全機構本部が実施
ホームページ上での周知・参加勧奨

◆がん患者等に対する就労支援
ハローワークの就職支援ナビゲーター
などによる相談支援

（１）支援対象者数 126件 （71件）
（２）相談件数 466件（214件）
（３）紹介件数 126件 （38件）
（４）就職者数 35名 （20名）

※令和５年12月末現在（前年同月）

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
「企業と医療機関のための連携マニュアル」

◆事業場、医療機関、関係相談機関などへの周知・啓発
◆ホームページ上で周知するとともに、所署での配布や

関係団体に周知協力を依頼
◆第４四半期にwebセミナーを開催予定で準備中(本省委託事業)

宮城県や仙台市などを含めた関係機
関による取組促進のために「長期療養
者の就職支援担当者連絡会議」と併せ
て会議を開催し、関係機関の相互の取
組について理解促進と情報共有を図り、
長期療養者の就職支援に係る連携事項
等について協議。

（令和6年2月13日実施）



女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保
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Ⅱ－２ 女性活躍・男性の育児休業取得の推進等①

令和４年７月８日に施行された女性活躍推進法に基づく改正省令等により、常用労働者数301人以上企業に新たに義務付けられた「男女の賃金の差
異にかかる情報公表」について、適切に情報公表がなされるよう周知・徹底を図った。

男女の募集・採用、配置・昇進、教育訓練等における均等取扱いについて、報告徴収の実施等により男女雇用機会均等法の履行確保を図った。
また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が適切に講じられるよう、事業主への周知、助成金の支給を行った。

女性活躍一般事業主行動計画策定届出数（宮城）

令和６年１月末現在
の状況

企業数 届出企業数 届出率

301人以上企業 232社 232社 100.0％

101人～300人企業 607社 604社 99.5％

令和６年１月末現在
の状況

企業数 情報公表企業数 公表率

301人以上企業 232社 218社 94.0％

男女の賃金の差異の情報公表状況（宮城）

女性活躍推進法の履行確保

常用労働者数301人以上企業に対しては、男女の賃金の差異の情報公表が
新たに義務付けられたことから、ホームページやメールマガジンによる広報
を行ったほか、事業主に対しては電話等による働きかけや報告徴収の実施に
よる履行確保を図った。

また、一般事業主行動計画の公表や男女の賃金の差異を含む情報公表につ
いては「女性の活躍推進企業データベース」の活用を促した。

男女の募集・採用、配置・昇進、教育訓練等における均等取扱いについて、
報告徴収の実施等により男女雇用機会均等法の履行確保を図った。
◆男女雇用機会均等法に基づく報告徴収実施件数 44件（42件）

※令和６年１月末現在。（ ）内は前年同時期

男女雇用機会均等法の履行確保

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業の
うち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等一定の要件を
満たした企業に対する「えるぼし」、「プラチナえるぼし」 の認定について、
事業場訪問やセミナー等の機会をとらえて取得を目指した取組を促すことに
より、 女性活躍の更なる取組を推進した。

えるぼし認定に向けた取組の支援

《宮城労働局管内の認定状況》
えるぼし認定企業 23社（7社）
プラチナえるぼし認定企業 0社（0社）

※( )内は令和5年4月~令和6年1月末の実績

◆令和５年度えるぼし認定企業
３段階目： ライブディック株式会社

株式会社鐘崎
株式会社藤崎
株式会社橋本店
仙台ターミナルビル株式会社
株式会社モビーディック

２段階目： 株式会社マドック

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が令和5年9月末まで
延長されたことに伴い、両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関
する母性健康管理措置による休暇取得支援コース）について、事業主等への
活用を促した。

両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康措置による休暇取得支援コース）申請件数 9件
※令和5年4月～11月（令和5年11月30日で受付終了）

令和5年11月15日
仙台ターミナルビル㈱/㈱橋本店

の認定通知書交付式

令和6年1月25日
㈱モビーディック

の認定通知書交付式



男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援 ／ 不妊治療と仕事との両立支援

Ⅱ－２ 女性活躍・男性の育児休業取得の推進等②③
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男女問わず全ての労働者が仕事と生活を両立できるよう、令和４年４月１日から順次施行された改正育児・介護休業法についての理解を促すため、事
業主に対する報告徴収を実施し、法の措置の趣旨、内容の説明、規定整備を進め法の確実な履行確保を図っている。また、男性の育児休業取得や円滑な
育児・介護休業取得・復帰しやすい職場環境整備を支援する助成金、不妊治療と仕事の両立を支援する助成金等の活用を促し、企業の取組を支援してい
る。さらに、次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度について、ホームページにより広く周知を行い、企業が自主的に、労働者が子供を産み育てな
がら働き続けやすい職場環境を整備する取組を促進している。

年度 女性 男性

平成30年度 88.5％（82.2％） 1.9％（6.16％）

令和元年度 77.3%（83.0%） 5.0％（7.48％）

令和２年度 97.1%（81.6%） 6.0%（12.65％）

令和３年度 92.9%（85.1%） 14.6%（13.97％）

令和４年度 95.2%（80.2%） 25.9%（17.13%）

宮城県：宮城県労働実態調査 全国：雇用均等基本調査

従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対して助成

コース名 申請件数

出生時両立支援コース（男性の育休） 65件（76件）

介護離職防止支援コース 19件（17件）

育児休業等支援コース 165件（173件）

育児休業等支援コース（新型コロナウイルス対応特例） 36件（※１）

令和６年１月末現在

くるみん 宮城県 全国

令和6年1月末現在 58社（6社） 4,430社

プラチナくるみん 宮城県 全国

令和6年1月末現在 7社（0社） 621社

※( )内は令和5年4月~令和6年1月末の実績

令和５年度認定企業
◆くるみん認定

白石ポリテックス工業株式会社 カメイ株式会社
株式会社ＴＴＫ ヘキサコア株式会社
株式会社トインクス
株式会社復建技術コンサルタント（3回目）

※（ ）内は前年同時期 ※１前年度は受付停止

◆くるみん等プラス認定
令和４年４月から新設された「不妊治療と仕事の両立」に

取り組む企業を認定する制度。 宮城県内の認定企業数 １社
令和5年度認定企業 株式会社仙台銀行(プラチナくるみんプラス認定)

◆「両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）」
不妊治療の際に利用可能な休暇制度や両立支援制度を整備し、

労働者に利用させた事業主に助成する制度。 申請件数 ２件
◆「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）」

不妊治療休暇制度を導入する場合に活用できる助成金。 申請件数 1件

令和５年４月１日より1,000人超の企業における男性労働者の育児休業等の取
得状況の公表が義務付けられた。文書、電話等で働きかけ、県内における１月末
時点の公表率は87％となっている。

※いずれも令和６年１月末現在

育児休業取得率の推移 宮城（全国）

男性の育児休業取得状況の公表

不妊治療と仕事の両立

両立支援等助成金

次世代育成支援対策の推進
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Ⅲ 誰もが働きやすい職場づくり
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令和３年４月１日よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業を含め全面適用されており、引き続き同一労働同一賃金等雇用形態に関わらない公正
な待遇の確保に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員転換を強力に推し進めている。

また、中小企業事業主に対しては、働き方改革推進支援センターの活用を勧めるなど、丁寧な取組支援を行っている。

※（ ）内は前年同時期

事 項 助言件数

法第８条（不合理な待遇差） 55件(4件)

法第９条（差別的取扱いの禁止） 0件(0件)

法第10条（賃金） 12件(6件)

法第11条第１項（教育訓練） 0件(0件)

法第11条第２項（教育訓練） 1件(7件)

法第12条（福利厚生施設） 0件(0件)

法第14条第1項（措置の内容の説明） 59件(31件)

法第14条第2項（待遇内容・理由説明） 0件(0件)

※( )内は前年同時期

Ⅲ－１ 公正な待遇を確保した職場環境の整備

報告徴収の実施

事業場に対し、労働基準監督署との連携を図る等の様々な端緒か
らパートタイム・有期雇用労働法（以下「パート有期法」とい
う。）第18条に基づく報告徴収を実施し、履行確保の確認を行っ
た。

◆報告徴収を行った事業場 194件（令和６年１月末現在）
（98件）※( )内は前年同時期

◆主な事項別助言件数

キャリアアップ助成金

事業主への支援

上記パート有期法に基づく報告徴収の際には、パート有期法対応のための取組手順書に基づく取
組を促す等の助言に努めるとともに、働き方改革推進支援センターの利用を促している。

また、働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口において、労務管理等の専門家
による、同一労働同一賃金マニュアル等を活用した窓口相談やコンサルティング、セミナーの実施
等、きめ細やかな支援を行った。

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる
環境づくりを支援するため、当面の対応として昨年９月27日に全世代型社会保障構築本部において
決定され、同10月20日より実施することとなった下記施策（支援強化パッケージ）の周知等に取
り組んだ。

◆106万円の壁への対応：キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）の新設
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

◆130万円の壁への対応：事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
◆配偶者手当への対応 ：企業の配偶者手当の見直しの促進

「年収の壁・支援強化パッケージ」の周知

コース名
計画認定件数

(令和５年12月末現在)

正社員化コース 229件（262件）

賃金規定等改定コース 52件（18件）

賃金規定等共通化コース 36件（7件）

短時間労働者労働時間延長コース 47件（29件）

社会保険適用時処遇改善コース 42件（－件）

非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や賃金規定・諸手当等を新たに
規定するなど処遇改善に取り組む事業主に対して助成する。



テレワークの導入・定着促進 ／ フリーランスと発注者との契約のトラブル等に関する相談支援

Ⅲ－２ 柔軟な働き方がしやすい環境整備①②
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テレワークについて、適正な労務管理下における良質なテレワークの導入・定着を図るため、積極的な周知広報を行っている。
フリーランスが受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が令和５年５月12

日に公布された。法の円滑な施行に向け、フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知啓発を行っている。

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの方の就業環境の整備

を図ることを目的としている。
具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取

引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付け
るとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、
育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備な
どを義務付けることとしている。

ホームページ、メールマガジン、説明会の場などを活用し、フリーラン
ス・事業者間取引適正化等法の内容について周知啓発を行っている。

◆良質なテレワークの導入・定着の促進
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン（テレ

ワークガイドライン）」について企業指導の機会を活用してパンフレット
を配布する等周知を行った。

また、宮城労働局メールマガジン等にテレワークに関連する記事を掲載
したほか、中小企業事業主に対しテレワーク用通信機器の導入等にかかる
費用を助成する「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」の活用を
促す等、テレワークの実施を検討している事業主へ向けて効果的な周知広
報を図っている。
◆人材確保等支援助成金（テレワークコース）

申請件数 機器導入 ２件（令和６年１月末現在）

テレワークの導入・定着促進 フリーランス・事業者間取引適正化等法（令和５年５月12日成立）



事業主に対して報告の請求等を行い、職場におけるハラスメントに関する
雇用管理上の措置が講じられていない場合は助言等を行っている。

特に、パワーハラスメントに関する相談においては、労働施策総合推進法
上のパワーハラスメントの定義、事業主の雇用管理上の措置義務の内容等に
ついて丁寧な説明を行った。また、雇用環境・均等室と総合労働相談コー
ナーの連携を図り、労働者の立場に配慮しつつ、紛争解決援助制度の活用を
促す等、迅速な対応を行った。

また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主に対して
ウェブサイト「あかるい職場応援団」等各種ツールの利用促進を図った。

職場におけるハラスメントの撲滅に向け、例年12月に実施している「ハラ
スメント撲滅月間」を中心に、カスタマーハラスメント、就活ハラスメント
を含め、周知啓発を行った。

《パワーハラスメントに関する報告の請求等の状況（令和６年１月末現在）》

◆報告の請求の実施 38件（ 64件）

◆紛争解決援助の申立て 11件（ 21件）

◆調停の申請 9件（ 11件）

Ⅲ－３ 総合的なハラスメント対策の推進
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職場におけるハラスメント（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント）に関する相談が多く寄せら
れており、ハラスメントの定義や事業主の雇用管理上の措置義務の内容等について丁寧な説明を行い、措置義務が履行されていない疑いがある場合は、
積極的に報告の請求等を実施し、労働施策総合推進法等に沿ったハラスメントの防止対策及び事後の適切な対応について措置を講じるよう助言・指導
を行っている。また、相談者に対しては、必要に応じて紛争解決援助の手続きや労災請求に関する案内を含め適切な対応を行っている。

令和2年度 令和3年度 令和4年度

宮城 全国 宮城 全国 宮城 全国

96
件

6,337
件

145
件

7,070
件

132
件

6,849
件

令和5年度
9月末現在

宮城※

114件
(70件)

令和2年度 令和3年度 令和4年度

宮城 全国 宮城 全国 宮城 全国

47
件

2,041
件

47
件

2,174
件

42
件

1,926
件

令和5年度
9月末現在

宮城

15件
(22件)

令和2年度 令和3年度 令和4年度

宮城 全国 宮城 全国 宮城 全国

144
件

18,363
件

132
件

23,366
件

486
件

50,840
件

令和5年度
9月末現在

宮城※

274件
(282件)

※（ ）は前年同時期

※（ ）は前年同時期

※（ ）は前年同時期

厚生労働省委託事業
ハラスメント対策の
総合情報サイト

「あかるい職場応援団」

※（ ）は前年同時期

職場におけるハラスメント対策 パワーハラスメントに関する相談件数

セクシュアルハラスメントに関する相談件数

妊娠・出産等ハラスメントに関する相談件数



長時間労働の抑制（働き方・休み方改善支援）

Ⅲ－４ 安全で健康に働くことができる環境づくり①-1
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中小企業・小規模事業者等が生産性を高めつつ労働時間の短縮等に向けた具体的な取組を行い、働き方改革を実現できるよう、中小企業・小規模事業
者等に寄り添った相談対応・支援を行うとともに、多様な働き方が広がる中、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、最低基準である労働基準法等
の履行確保を図ることに加え、労使の自主的な取組を促進している。

◆勤務間インターバル制度
勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く

方の生活時間や睡眠時間を確保するもの。
◆年次有給休暇の計画的付与

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日
数のうち５日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計
画的に休暇取得日を割り振ることができる制度。

◆時間単位の年次有給休暇
年次有給休暇の付与は原則１日単位だが、労使協定を結べば、年

５日の範囲内で、時間単位の取得が可能。

コース名
交付申請件数

（令和6年1月末現在）

適用猶予業種等対応コース 12件（－）

労働時間短縮・年休促進支援コース 72件（125件）

勤務間インターバル導入コース 5件（6件）

労働時間適正管理推進コース 2件（4件）

団体推進コース 2件（1件）

年次有給休暇の時季指定義
務（５日間）の周知徹底や、
計画的付与制度及び時間単位
年次有給休暇の導入促進を行
うとともに、10月の「年次有
給休暇取得促進期間」や、年
次有給休暇を取得しやすい時
季（春季・夏季・冬季）に集
中的な広報を行った。

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業や傘下企
業を支援する事業主団体に対して助成している。

※（ ）は前年同時期

中小企業・小規模事業者等の支援

年次有給休暇の取得促進

働き方改革推進支援助成金

その他の各種制度

①働き方改革推進支援助成金の活用

②働き方改革推進支援センターによる相談支援
平成30年４月から設置している「宮城働き方改革推進支援センター」

において、社会保険労務士等の専門家が労務管理・賃金制度等に関し
て無料で相談を実施している。

【主な事業内容】（令和６年１月末現在）
◆常駐型専門家による個別相談
（電話・メール・来所による相談対応） 661件（728件）
◆出張相談会
（商工団体等と連携した出張相談会の開催） 20回（30回）
◆セミナーの開催 54回 参加者 3,100名（44回 3,256名）
◆訪問コンサルティング 616回（544回）

③働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指導
助言件数 33件（令和６年１月末現在）

※（ ）は前年同時期

42.4 41.4
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資料出所：就労条件総合調査(特別集計)を基に厚生労働省
雇用環境・均等局等が作成



長時間労働の抑制（過重労働の防止）

Ⅲ－４ 安全で健康に働くことができる環境づくり①-2
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◆長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導と過労死等防止啓発月間（11月）の取組状況
◆時間外労働上限規制の適用が猶予されている業種等（建設業、自動車の運転業務、医師など）に対する支援等の状況

※実績は令和６年1月末時点

（ ）は前年同期

◆監督指導実施事業場 … 384件 (409件)

労働基準関係法令違反があった事業場 … 319件 (362件)

違法な時間外労働を認めた事業場 …168件 (191件)

うち月80Ｈ超の時間外・休日労働 … 90件 (80件)

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導

時間外労働上限規制適用猶予業種等への対応

過労死等防止啓発月間（11月）

①「過労死等防止対策推進シンポジウム」

開催日：11月14日（火）

場所：せんだいメディアテーク

参加者数：132人

プログラム：基調講演、遺族からの声

一人芝居 ほか

②「過重労働解消キャンペーン」

ア 労使団体等への協力要請… 14件

（しわ寄せ防止と併せて実施）

イ 局長とベストプラクティス企業との意見交換

（宮城運輸支局及び県トラック

協会と連携して実施）

実施日：11月24日(金）

場所：全農物流(株)宮城営業所

ＪＡ全農みやぎほか４社出席

ウ 重点監督 …89件

エ 労働相談

・過重労働相談の集中受付（11月1日～7日）…249件

・「過重労働解消相談ダイヤル」（11月3日）…18件

①「時間外労働の上限規制に関する説明会」等

a. 建設業 … 28回

b. 医療保険業 … ８回

c. 運送業等 … 20回

②監督署相談・支援班による「訪問支援」 …438件

③荷主特別対策チームによる「荷主要請」 …178件

違法な時間外労働

が認められたもの, 

168事業場,

43.8％
何らかの違反が認

められたもの(時

間外労働に係るも

のを除く), 

151事業場,

39.3％

違反なし, 

65事業場,16.9％



労働条件の確保・改善対策

Ⅲ－４ 安全で健康に働くことができる環境づくり②
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◆法定労働条件の履行確保を目的とした監督指導（定期監督）の実施状況
◆労働者から受理した労働基準法違反等の申告の処理状況（受理件数及び申告監督の実施状況）及び未払賃金立替払制度の運用（認定申請件数及び決
定件数）、労働基準法違反等の司法処分状況（事件送致件数） ※令和５年度は４月～１月の実績

１ 定期監督の実施状況

２ 申告の処理状況

３ 未払賃金立替払制度の運用状況

４ 司法事件の送致件数
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14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

４ 安全で健康に働くことができる環境づくり③

労働者一人ひとりが安全で健康に働くことができる職場環境の実現のため、令和５年度を初年度とする第14次労働災害防止計画（本省）及び宮城県内
の事業場における労働災害発生状況を踏まえ、当局における第14次労働災害防止推進計画（「14次防」という。）を策定している。当該推進計画では、
自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発や労働者の作業行動に起因する労働災害、高年齢労働者等の労働災害及び業種別の労働災害防止対策を
推進するとともに、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や労働者の健康確保対策及び化学物質等による健康障害防止対策等にも取り組んでいくこ
ととし、令和９年度までの５か年間の取り組みを進めている。初年度となる本年度は、推進計画の周知を進めている。
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第13次労働災害防止推進計画の結果と14次防の目標

◆「第13次労働災害防止推進計画」で平成29年と比較し「死亡者数を15％以上（14人以下）」、
「死傷者数を５％以上（2,265人以下）」減少させることとした目標にはいずれも至らず
〇死亡者数：15人（平成29年比▲２人、▲11.8％）
○死傷者数は2,567人（平成29年比＋182人，＋7.6％）

◆「14次防」の総括指標では、令和４年と比較し「死亡者数を5％以上減少（14人以下）」、「死傷
者数を減少（2,567人以下）」させることとしている

◆製造業 ○ 死傷401人、死亡4人（前年同期比▲28人（▲6.5％）、±0人）
○ 機械による「はさまれ・巻き込まれ」90件（前年同期比▲4人、▲4.3％））
○ 災害多発等事業場の継続的な指導として、５事業場（内、製造３事業場、建設１事業場、

通信１事業場）を「安全管理特別指導事業場」等に指定し、個別指導等を実施中
◆建設業 ○ 死傷292人、死亡４人（前年同期比▲10人（▲3.3％）、▲１人）

○ ゼロ災推進連絡会議（５月22日）、局長公開パトロール
（７月6日、12月13日）等の取組推進

◆陸上貨物運送事業
○ 死傷322人、死亡1人（前年同期比▲10人（▲3.0％）、▲1 人）
○ 改正安全衛生規則の集団指導（7月18日、8月30日）
○ 陸運事業者と荷主団体等との協議会（10月19日）

◆林業 ○ 死傷30人、死亡１人（前年同期比＋6人（＋25.0％）、＋１人）
○ 林業・木材製造業労働災害防止協会宮城県支部等と連携した集団指導（11月21日）

14次防における重点業種別の死傷者数（１月末速報値）と対策の推進状況

◆宮城労働局と県内の災害防止団体等で実施する労働災害防止や健康で安
全に働くことができる職場づ
くりに向けた事業主等の意思
を企業内外に表明する
「SafeworK向上宣言」の登
録を再開（登録事業場は宮城
労働局HPで公開中）

◆「SafeworK向上宣言」は、
令和２年５月に建設業を対象
として先行して実施し、同年
の建設業における休業４日以
上 の労働災害が激減したこと
から、令和３年６月には対象
を全業種に拡大して県内事業
場対して参加勧奨を行い、令
和５年３月31日までに延べ
514事業場が宣言

◆令和５年度を初年度とする５
か年計画となる「第14次労働
災害防止推進計画」がスター
トしたことに伴い、行動災害、
高年齢労働者を含め、労使が
共同宣言する新たな「Safe
worK向上宣言」の取組みを
再開

◆令和６年１月末現在、約140
事業場が宣言を登録

新たな「SafeworK向上宣言」の取組み



最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

Ⅲ－５ 最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進①

28

令和５年８月31日から、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援す
るための「業務改善助成金」制度の拡充が行われた。宮城労働局では、拡充内容の周知・広報を行い、広く活用促進を図っている。

事業内最低賃金

引上げの計画

設備投資等の計画

機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の

費用の一部を

助成

計画の
承認と実施

◆拡充内容等
①対象事業場の拡大

対象となる事業場を地域別最低賃金「＋30円
以内」から「＋50円以内」に拡充

②賃金引き上げ後の申請
事業場規模50人未満の事業者における特定の

期間（令和５年４月１日～12月31日）の賃金
の引上げについて、引上げ後の事後申請を可能
とする

③助成率区分の見直し
最低賃金別助成率の区分となる金額を引上げ

◆概要
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、

設備投資等を行った中小企業・小規模者等に、その費用の一部を助成する制度。

◆助成金活用事例

13 19
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263
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交付申請件数の推移

※令和5年度は4月～翌年1月末の件数

（件）

医療・福祉業において、介護リフトを導入した例

導入前
入居者の居室掃除をする際、

介護職員２名体制で入居者を
ベッドから車いすに移乗して
から掃除を行っていた。職員
が複数揃わないと居室掃除が
できず、作業効率が悪かった。

導入後
介護リフトを導入すること

により、介護職員１名で入居
者の移乗ができ、職員の負担
が軽減し生産性向上につな
がった。清掃員の時間のロス
が減り作業効率が向上した。

業務改善助成金（令和５年８月31日拡充）



最低賃金制度の適切な周知・履行確保

Ⅲ－５ 最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進②
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宮城県最低賃金は本年10月１日から40円引き上げられ、時間額９２３円に改正された。改正後の最低賃金額を幅広く周知することが重要であり、効

果的な周知・広報を図り、最低賃金履行確保に向けた取組を実施している。
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時間額（宮城県）

単位 ： 円

時間額（全国加重平均）

◆自治体広報誌等への掲載依頼（令和５年度１月現在、掲載率97.2％）
◆ポスター、リーフレットの配布（配布件数：1015件。行政機関、各種団体、高校、

大学等の教育機関、スーパー本部、コンビニ地域本部、図書館、道の駅等)
◆路線バスの車体広告（1系統、5台、9か月間）
◆コミュニティFMへの放送依頼（宮城県内のコミュニティFM放送局10社）
◆SNSによる学生への情報発信を依頼（宮城県内の19大学・短大）

令和５年度の最低賃金実態調査の結果、未満率・影響率が大きかった業種等から
対象を選定し、第４四半期（令和６年１月～３月）に監督指導を実施。

令和5年最低賃金改定

最低賃金額の推移

周知・広報の取組状況（実績）

最低賃金の履行確保に係る監督指導の実施

過去最大となる４０円引上げ

時間額 ９２３円
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労働相談件数は依然として高止まりの状況であり、その内容はいじめ・嫌がらせを含む各種ハラスメント、自己都合退職、労働条件引下げ等多岐にわ
たり相談内容も複雑困難化している。

このような現状において労働問題の総合的機関として幅広く相談を受け付け、適切な関係機関窓口への取次ぎや情報提供を行うため、宮城労働局及び
管内の監督署に「総合労働相談コーナー」を設置し、「ワンストップ・サービス」の機能を維持するとともに、内容に応じて助言・指導、あっせんを教
示する等、より円満・迅速な紛争解決を図っている。

【宮城】（5,232件）

【全国】（272,185件）

※総合労働相談：総合労働相談コーナーに寄せられたすべての労働相談
※個別労働紛争相談：総合労働相談のうち、個々の労働者と事業主との間の紛争（労基法
等の違反に係るものを除く）に係る相談
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Ⅲ－６ 個別労働関係紛争の早期解決の促進

令和４年度 個別労働紛争関係相談内訳 相談件数の推移

助言指導申出・あっせん申請件数の推移


